
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 号 農 委 だ よ り  

ところざわ  

これまで農業経営基盤強化促進法に基づ

き、地域における農業の在り方などを明確化

した人・農地プランが策定されていましたが、

令和５年４月の法改正に伴い、一定の農業上

の利用が行われる区域において『地域計画』

を作成し、農地の集約化や効率的な利用を進

めていくことが定められました。今後も地域

の農地が適切に利用できるよう、地域農業の

将来の在り方の計画や耕作予定者の情報を示

した目標地図の作成を、地域の農家の皆さん

を中心として話し合いながら進めていきま

す。 

地域計画を策定した地域では、メリットと

農 委 だ よ り  

令和 6 年 7 月 

して一定の条件を満たす担い手への国・県等

の補助金が利用できるなどのメニューが予定

されています。なお、計画の内容により農地

転用などの申請の際に一部制限がかかる場合

があります。 

所沢市では農業振興地域のある１１地区で

既に策定されている人・農地プランを基に話

し合いを進めていく予定です。地域計画の話

し合いは、農家の皆さんが必ず全員参加しな

ければならないというわけではありません

が、将来の地域の目標やご自身が所有する農

地に関わる内容となりますので、ぜひご参加

ください。 

第 91号 

農地法による許可申請の受付締切は 毎月10 日 です。 
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●農地のことは農業委員会へ… 
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今月の紙面 

農業施策に関する意見書･･･････････・･･･２ページ 

令和5年度農地利用状況調査結果･･･････３ページ 

市からのお知らせ･････････････････････４ページ 

 

『地域計画』の作成がはじまります 

所沢市 

イメージマスコット 

トコろん 

人・農地プランの話し合い（富岡地区）／令和６年２月撮影 

91 



農業委員会は４月１９日に小野塚勝俊市長へ「所

沢市農業施策に関する意見書」を提出しました。 

市内の農業者が意欲と希望をもって農業に取り

組める環境の実現と都市近郊型農業の振興を求め

るものです。 

主な内容は次のとおりです。 

１ 優良農地の保全と有効活用について 

①集団的優良農地の効率的な利用を図るため、

生産基盤の改善の支援に積極的に取組む。 

②農業用井戸の長寿命化を図るための補助制度

を拡充する。 

③農業者等が荒廃した遊休農地を借り受け、こ

れを是正・解消した場合における費用につい

て、市独自の助成金等の支援制度を創設する。 

２ 担い手の育成・支援について 

①農業後継者の育成を図るための補助金等の支

援施策を拡充する。 

②新規就農者や定年帰農者等に対し、必要な支援

施策を講ずる。 

③企業やＮＰＯ法人の農業への参入促進、高齢

者・障害者等が農業参画を図る農福連携等の

様々な主体の受入支援等により、多様な農業の

担い手を確保する。 

④新規就農者の育成に貢献している研修先の指

導農家に対する支援策を講じる。 

３ 農業振興施策の充実について 

①所沢産農産物のブランド化の促進、及び積極的

な情報発信をする。 

②地産地消を推進するため、学校給食等への食材

提供や農産物直売所等の販路先の確保につい

て、関係機関に働きかける。 

③農業経営の安定化を図るため、農業者の所得向

上に向けた新たな技術指導やスマート農業等

への取組みに対する支援や補助制度の拡充を

図る。 

④環境に配慮した環境に優しい農業を実現する

ため、環境負荷の軽減や二酸化炭素の削減等に

つながる各種備品購入の補助制度の拡充を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 委 だ よ り  第 91号 2 

●●● ●●● 

～加入申込みはお近くのＪＡまたは農業委員会へ～ 

恵み豊かな自然と快適な生活をめざして 

所沢市農業施策に関する意見書を市長に提出 
 

■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼■＼

■＼＼■＼■＼■＼■＼■＼ 

◆２０歳以上６０歳未満の国民年金第１号被保

険者で、年間６０日以上農業に従事されてい

る方が加入できます。 

◆保険料は、月額 20,000 円から 67,000 円

までの1,000円単位で自由に設定でき、金額

はいつでも変更できます。 

◆支払った保険料は、全額が社会保険料控除の

対象となります。 

◆農業者年金は、少子高齢化に強い積立方式の

終身年金で、公的年金等控除の対象となりま

す。 

◆８０歳前に死亡した場合も、８０歳まで受け

取れることになっていた農業者老齢年金が死

亡一時金として遺族に支給されます。 

 

 

現況届の提出のお願い 

 毎年５月末に、農業者年金基金から農業者

年金の受給者に「現況届提出のお願い」が送

付されます。現況届は、提出期間内に必ずご

提出ください。提出されないと、年金の支給

が差し止めとなる場合があります。 

提 出 期 間 ６月１日～３０日 

※上記の期限が過ぎてしまった場合

でも、必ず提出をお願いします。 

提 出 場 所 農業委員会または 

各まちづくりセンター 

問い合わせ 農業委員会事務局 

      （☎２９９８－９２６４） 

 

 



農地の利用状況調査を 

実施します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 委 だ よ り  

農業者の明るい老後づくりは 農業者年金から 

第 91号 3 

農業委員会では今年も農地の利用状況調

査（農地パトロール）を実施します。調査の

結果、遊休化または遊休化のおそれがあると

判断された農地の所有者には、是正指導を行

うとともに農地の利用意向調査を実施しま

す。引き続き適切な管理にご理解とご協力を

お願いします。 

調査期間 ７月２６日（金）～８月９日（金） 

問い合わせ 農業委員会事務局 

（☎２９９８－９２６４） 

 

所沢市農地サポート事業は、農地の所有者か

ら貸付け・売却を希望する農地の登録を受け、借

受け・購入を希望する農業者に農地の流動化を

図る事業です。 

農地の借受け・購入希望があった際は、農業委

員会から所有者に連絡をします。所有者の氏名、

連絡先等は公開しないため、登録したことで農

業者から直接連絡を受けることはありません。 

登録は随時受付けしていますので、お気軽に

ご相談ください。 

※農地サポート事業に登録した農地は、借受け・

購入者が決まるまでの間は、引き続き所有者

の方に農地の管理義務があります。 

問い合わせ 農業委員会事務局 

（☎２９９８－９２６４） 

地 区 調査対象面積 調査対象筆数 所有者数 是正面積 未是正面積 是正率 

富岡東 203,255㎡ 176筆  93人  181,474㎡  21,781㎡  89% 

富岡西 227,485㎡  178筆 81人  193,925㎡  33,560㎡  85% 

小手指 135,427㎡  100筆 61人  110,345㎡  25,082㎡  81% 

山 口 16,375㎡  23筆 16人  11,710㎡  4,665㎡  72% 

吾 妻 17,066㎡  24筆 15人  16,095㎡  971㎡  94% 

松 井 106,655㎡  123筆 44人  75,721㎡  30,934㎡  71% 

柳 瀬 230,241㎡  217筆 111人  192,078㎡  38,163㎡  83% 

三ケ島 199,934㎡  184筆 112人  158,321㎡  41,613㎡  79% 

計 1,136,438㎡ 1,025筆 533人 939,66９㎡ 196,769㎡ 83% 

 

農業委員会は、令和５年７月２６日から８月8

日までの間、「令和５年度農地利用状況調査」を

実施しました。この調査は、農地が遊休化または

遊休化のおそれがないか確認することを目的

に、毎年行っています。 

調査の結果、遊休農地と判断された農地の所

有者等に対して是正指導を行い、解消に努めて

いただきました。 

■農地の除草はお早めに！雑草は成長が早く

すぐに丈が高くなり、種をつけてしまいます。種

をつけた後に除草する場合、近隣に種が飛んで

しまうほか、地面に種が落ち、翌年以降の雑草の

繁茂につながります。 

除草は雑草が種をつける前の早め早めを心が

け、翌年以降の管理を楽にしましょう。 

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧ 

農地の有効活用を推進 

農地サポート事業 

■除草はお早めに！ 

雑草は成長が早く、すぐに丈が高くなり種を

つけます。種をつけた後に除草した場合、近隣に

種が飛んでしまうほか、地面に種が落ち、翌年以

降の雑草の繁茂にもつながります。 

除草は、雑草が種をつける前に早めに行うこ

とを心がけ、少しでも今後の農地の管理が楽に

なるように努めましょう。 



令和５年 

所沢市の農地の貸借料情報 
◆所沢産さといも元気掘り起こし事業 

さといもの産地として、安定した生産と品質

向上を目指すため、さといもを栽培する農業者

等の取り組みを支援します。※＜＞内は限度額 

①研修会等の参加・開催経費 

＜補助団体当たり１５万円＞ 

②スマート農業の活用経費 

＜補助団体当たり３０万円＞ 

③資材・薬剤・種芋等の購入経費 

＜一人当たり２万円＞ 

◎詳細は市ＨＰをご覧ください。 

問い合わせ 農業振興課 

（☎２９９８－９１５８） 

◆所沢市環境にやさしい農業推進事業 

環境にやさしい農業に取り組む生産者を支援

するため、資材等の購入経費を一部補助します。 

※＜＞内は一経営体当たりの補助限度額 

①生分解性マルチフィルム 

の購入経費＜３万円＞ 

②緑肥作物種子の購入経費 

＜１万５千円＞ 

③フェロモントラップ用薬剤・ 

交信撹乱剤等の購入経費＜１万５千円＞ 

◎詳細は市ＨＰをご覧ください。 

◎電子申請でいつでも申請 

いただけます。 

問い合わせ 農業振興課 

（☎２９９８－９１５８） 

※２つの補助金は所沢市在住の方が対象です。 

農業後継者で構成している４H クラブ・農業

後継者協議会のメンバーを募集します。農産物

PR販売、研究発表会などの活動をしています。 

問い合わせ 農業振興課 

（☎２９９８－９１５８） 

 

学校給食に所沢産の野菜を提供 

しませんか？ 

所有者が亡くなったのに相続登記がされない

ため、登記簿を見ても持ち主がわからず、復旧・

復興事業や取引を進められないといった問題が

起きています。 

農地でも所有者不明土地が増えると耕作放棄

地へとつながります。法務局で相続登記手続き

を行い、その後に農業委員会事務局へ届け出て

ください。本年 4月からは、正当な理由がなく

相続登記を行わないと、過料が課される場合が

あります。 

◎詳細は法務省 HP をご覧くだ 

さい。 

「相続登記が義務化されました」 

（令和 6年 4 月 1日制度開始） 

 

 

令和６年４月１日から 

相続登記が義務化されました 

所沢市４Ｈクラブ・後継者協議会 

メンバー募集 

農地の賃借料の目安となる実勢賃借料情報を

お知らせします。令和 5 年１月から１２月まで

に締結（公告）された市内の農地（普通畑）の貸

借における賃借料水準は下表のとおりです。 

■畑（普通畑）の部（１０ａ当たり/年） 

地 域 平均額 最高額 最低額 

市内全域 9,400円 20,300円 1,200円 

問い合わせ 農業委員会事務局 

（☎２９９８－９２６４） 

電子申請はこちら 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 委 だ よ り  第 91号 

地産地消で活かせ 豊かな農業 

4 

学校給食では、子どもたちの農や食への関心を

高めるため、地場産農産物の活用を進めており、

調理場が整備されている学校等に直接野菜を提

供していただける農家さんを募集しています。 

特に、所沢地区・新所沢地区の学校への納品が

少ない状況ですので、ご興味のある方はぜひご連

絡ください。 

所沢市補助事業のご案内 

全国農業新聞を購読しませんか 
発行日 月４回金曜日 
購読料 月額７００円 

発行所 全国農業会議所 
◎購読の申し込みは農業委員会事務局へ 

問い合わせ 保健給食課 

（☎２９９８－９２４９） 

  

 


